
700MHz帯安全運転支援通信システム審議の背景

【2011年以降の周波数再利用】
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【現在の周波数利用状況】
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周波数割当計画（平成11年郵政省告示第746号）の変更(平成19年12月6日）
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VHF帯【平成23年7月25日から使用可能】 UHF帯【平成24年7月25日から使用可能】
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700MHz帯安全運転支援通信システムの技術的条件の検討
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注意喚起
優先道に接近車両あり！

注意喚起
接近バイクあり！

注意喚起
車の陰に接近車両あり！

700MHz帯全運転支援システムのイメージ

情報通信審議会の審議状況

第１回（平成２１年７月３０日）：委員会の運営方針、調査の進め方について審議
第２回（平成２１年９月１０日）：安全運転支援通信システムの技術的条件に対する関係者からの意見陳述
第３回（平成２２年２月 ３日）：作業班による他の無線システムとの共存条件の検討結果について審議
第４回（平成２２年３月 ８日）：作業班による安全運転支援通信システムの技術的条件案について審議

■ITS無線システム委員会

700MHz帯の共用検討
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地上デジタル放送（送信）
地上デジタルTV

干渉波

地上アナログ放送の終了に伴い利用可能となる700MHz帯の周波数を安全

運転支援通信システムとして有効利用するため、隣接周波数帯を利用するデ
ジタル放送及び携帯電話との干渉を回避する周波数共用条件を検討。

※作業班を４回開催


